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インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

● 新型コロナウイルスに関するセミナーも視聴できます ●
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くのコンテンツが視
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で検索いただけます
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会長就任のご挨拶

　令和3年6月10日に開催されました第9回通常総会後に開かれました理事

会におきまして、公益社団法人郡山法人会の会長にご推挙賜り、勤めさせて

いただくことになりました赤塚英夫でございます。伊野勝彦前会長におかれま

しては大水害、感染症、福島県沖地震と会員の皆様に大きな影響を及ぼす災

害が多発するなか6年間にわたり法人会発展のために役員をはじめとする会

員の皆様とともにご尽力され多大な功績を残されました。その後を担うことに

身が引き締まる思いと、その責務の重大さを痛感している次第です。

　郡山法人会は昭和22年11月郡山法人税務協会として誕生し、昭和38年

6月に郡山法人会と改称、昭和50年6月には社団法人となりました。その後公益

法人制度改革による公益認定を受けて平成25年4月、公益社団法人郡山法人会となりました。令和3年3月31日

現在の会員数は3,012社と東北最大級の法人会となっております。

　昨年1月16日に日本で最初に確認されたコロナウイルス感染は、パンデミックとなり、人の移動や経済に大きな

影響と変化を及ぼしています。多くの競技が無観客開催となった東京2020オリンピックをはじめ、郡山市では

県知事の特別措置法による営業時間短縮要請と不要不急の外出自粛への協力要請が出されている現状

です。郡山法人会の青年部が毎年取り組んでいる「納税意識の高揚事業」である租税教室は、令和2年度に

企画された小学校12校のうち租税教室が開催されたのは6校にとどまりました。同様に女性部の開催する

租税教室も開催は半減となりました。現状では昨年度にもまして開催が危ぶまれる状況ですが、学校とのタイ

アップによるオンライン開催やYou Tube配信による企画を青年部や女性部と模索していきたいと思います。

　今年度から取組む事業として「中学生の税についての作文」の選考事業があります。昨年全国では4,877校

から313,725編の作文が寄せられました。そのなかから内閣総理大臣賞を受賞したのは須賀川市の生徒で

「地球を巡る社会資源」という税についての作文でした。家族の医療費控除を契機として税の重要さを認識する

という法人会に係わっていることが誇らしく思えるような内容でした。令和3年度郡山法人会が通常総会で

承認をいただき取り組む施策や事業は多岐にわたります。浅学菲才の身ではありますが、インボイス制度をはじ

めとする税知識の普及、納税意識の高揚や税に対する提言、地域社会への貢献、会員の交流・福利厚生に

資する事業、そして会員拡大にと積極的に取組んで参る所存でございます。皆様のご支援ご協力を賜ります

よう衷心よりお願い申し上げ会長就任の挨拶とさせていただきます。

公益社団法人 郡山法人会

会長 赤塚 英夫
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税のミニ通信 役員給与とその減額について
東北税理士会郡山支部/税理士　丹野 喜美子

　コロナ禍から1年半余が経過し、融資環境などの変化に対応するために役員が給与を減額する場合につ
いて検討します。

1. 損金算入が認められる役員給与の一つ定期同額給与とは
　（1）事業年度中の各支給時期における支給額が同額である定期給与
　（2）次の給与改定がされた場合に改定前と後における各支給時期における支給額が同額である定期給与
　　①通常改定（事業年度開始の日から3か月を経過するまでの改定）
　　②臨時改定（役員の地位変更などによる改定）
　　③業績悪化改定（経営状況が著しく悪化したことなどによる減額改定）
　（3）継続的に供与される経済的利益のうち毎月一定額のもの

2. 役員給与の減額
　新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少している法人について役員給与の減額を検討する場合
には、主に上記1.のうち（1）、（2）①、③のいずれかで対応することになります。
　（1）「事業年度中の各支給額が同額」

　翌期初での臨時株主総会等の決議により、期初よりの役員給与を減額し、その減額した役員給与を期
末まで継続することで、期中月額給与が全て同額となり、定期同額給与の要件を満たすことになります。

　（2）①「通常改定」
　「通常改定」は、定時株主総会により役員給与を改定する最も基本的な改定方法となります。
　定時株主総会等の時期が近い場合には、定時株主総会等の決議をもって役員給与を減額し、その減額
した役員給与を期末まで継続することで定期同額給与の要件を満たすことになります。

　（2）③「業績悪化改定」
　業績悪化による改定は、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得
ない事情があることが要件となります。
　「新型コロナウイルス感染症拡大防止への当面の税務上の取り扱いに関連するFAQ」として具体的
な参考例が挙げられています。

　※業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
　業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむ
を得ず役員給与を減額しなければならない状況にあること。

　※業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額
　役員給与の減額といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、今後の経営状況の
著しい悪化が不可避であること。
　期中での減額が業績悪化改定に該当しない場合には、損金不算入額が生じることになりますが、繰越
欠損金がある場合などは別表4の加減算の確認も必要です。

法 人 こ お り や ま 第518号      （4）令和3年8月1日



　税務調査の方法にはいろいろな切り口がありますが、昔から「人」、「物」、「金」のいずれかを端緒として深
度ある調査を行えば、自ずと結果が出ると言われてきました。今回の「現金監査」はまさに「金」の領域です。
 
　現金商売の会社の調査では、事業の実体を把握するために無予告による現況調査が行われることが多々
ありますが、その時、必ずと言って良いほど「現金監査」も実施されます。具体的には、調査日当日の現金残高
と金銭出納帳の帳簿残高との照合を行い、『調査前日の金銭出納帳の帳簿残高』―『調査日当日の現金で支
払われた仕入や経費等分』＋『調査日当日の現金売上高』の検算を行います。調査日当日の現金残高と一致し
ますよね。一致しない？　それはおかしいですね！　調査官は、現金残高が少なかったら売上を抜いた後だと
思うし、逆に現金残高が多かったら売上げを抜く前の状態と想定するでしょう。いずれにしても差額の説明を
しっかり行わなければなりません。
　よく苦しまぎれに「代表者への時貸しのお金を返してもらったので現金が多い」とか、逆に「時貸しをした
のを忘れていたので現金が少ない」と開き直る人がおりますが、まさに墓穴を掘っている説明となっていま
すよ。もしそうであるならば、会社と代表者間の金銭のやり取りが恒常的にあるということになりますので、
代表者個人の預金通帳やカバンの中身までチェックされることになるでしょう。
　現金の残高が一致しない場合には、その日の売上げは夜間金庫に預けるのか、あるいは店の責任者がいっ
たん閉店後に持ち帰り翌日整理をするのか、代表者宅に当日届けさせるのか等、現金の管理をどのように
行っているかの説明を求められます。もし、代表者宅であるならば、すぐに同行をお願いし、現物確認の調査
を受けることになります。現金にルーズな会社は疑われても仕方ありませんね。
　飲食店や小売店の経営者は、従業員の不正行為の防止も兼ねて、レジ等現金を扱う担当者を時間でシフト
するなど内部牽制には気を配っているはずで、親族に最終的な現金管理を任せているケースも多いでしょ
う。国税当局では、調査対象法人の株主構成や代表者の親族関係者等を事前に把握していますので、現金監
査で現金が合わないとなると確信犯と見るでしょうね。日頃の現金の管理状況、例えば集金がある場合には、
どの帳簿書類等に基づいているのか、集まった現金は誰がチェックして最終的に誰に渡しているのか等につ
いて、担当者は根掘り葉掘り聞かれますよ。調査官は意味も無く聞いているのではなく、説明に出てくる帳簿
書類や手控え等を確認し、その全貌を把握するための端緒
を探しているのです。
　「最近のものしか残っていません」、「古いものは捨てまし
た」と答える経営者もいますが、相手先に反面調査をすれば
分かる話です。どんなに面倒でも、結果が大変なことになる
のが目に見えているのですから、日頃から帳簿残高と現金の
確認は必ず行うようにしましょう。

税理士　牧野 義博

現金監査  ～実践税務調査～現金監査  ～実践税務調査～
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若手経営者向け勉強会「経営塾」がスタートしました若手経営者向け勉強会「経営塾」がスタートしました
　7月7日に郡山ビューホテルアネックスで令和3年度「経営塾」第1回例会
を開催した。今年度はコロナ禍ということもあり、年3回のプログラムで実
施する。初回は「あなたの企業力Up 会社で使えるテレワーク」と題し、中
小企業診断士・税理士の加藤英夫氏に講義いただいた。
　加藤氏は、テレワークを考えるようになったきっかけから様々なクラ
ウドソフトを使用した自社での取り組みを紹介し、「常に情報収集が必要
であり、労働環境をよくしていくことも経営者の大事な仕事である。自社で
もいろいろとクラウドソフトを試していただき、事務の効率化、働きやすい
環境の整備に役立ててほしい。」とアドバイスし、講義を終えた。

「小学生の税に関する標語」 「小学生の税に関する絵はがき」 募集中「小学生の税に関する標語」 「小学生の税に関する絵はがき」 募集中
　郡山法人会では、税についての広報及び国の基本となる税に対する理解を深めていただくため、郡山税務署管内の
小学生を対象に、税に関する標語及び税に関する絵はがきを募集しております。多数のご応募お待ちしております。

〈お問い合わせ先〉郡山法人会事務局　TEL.024-933-7777

経営塾 第1回例会

新型コロナウイルス中小企業に関連する施策等リンク集 >>>
【リンク先URL】http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/links/covid19-links.html

小学生の税に関する標語募集
実 施 要 項

❶ 募集対象
郡山税務署管内（郡山市･田村市･三春町･小野町）
の小学校5年生・6年生

❷ 募集課題・方法
税に関する標語、住所、連絡先電話番号、小学校
名、学年、氏名を記入し、官製はがきまたは一般の
用紙に記入し郵送でご応募下さい。e-mailでも対
応いたします。応募作品は一人1点とする。

❸ 応募締切
令和3年9月30日㈭まで（必着）

❹ 応募先
郵送、又はe-mailで下記宛先までご応募下さい。
〒963-8014 郡山市虎丸町14－2　

公益社団法人郡山法人会事務局
〈e-mail〉 info@koriyama-hojinkai.or.jp

小学生の税に関する絵はがき募集
実 施 要 項

❶ 募集対象
郡山税務署管内（郡山市･田村市･三春町･小野町）
の小学校6年生

❷ 募集課題・方法・点数
官製はがき裏面に税に関する絵を描き、住所、連絡
先電話番号、小学校名、学年、氏名を記入の上、郵
送にてご応募下さい。応募作品は一人1点とする。
（描画素材は問いません。文字や標語などの描き入
れも可）

❸ 応募締切
令和3年9月30日㈭まで（必着）

❹ 応募先
郵送で下記宛先までご応募下さい。
〒963-8014 郡山市虎丸町14－2　

公益社団法人郡山法人会事務局


